
鳥取県家賃債務保証事業（H31.4.1～） 

 

鳥取県くらしの安心局住まいまちづくり課 

１ 目 的  

 家賃が払えるにもかかわらず、保証人がおらず過去に債務不履行がある等の理由で既存の債務保証制度

が利用できない方を対象に独自の家賃債務保証制度を創設し、賃貸住宅への入居を支援する。 

 

２ 対象住宅  鳥取県内にある本事業の債務保証契約の締結が可能な賃貸住宅（月額家賃上限１０万円） 

 

３ 対象者 

本事業利用者は、最初にあんしん賃貸相談員と相談し、入居を希望する対象住宅を決定する。そのうえ

で次の全てに該当する者を本制度の対象とする。 

（１）給与、年金、生活保護（※）その他の安定した収入があり、対象住宅の家賃及び共益費（以下、

「家賃等」という。）を継続的に支払うことができること。 

 ※収入に生活保護が含まれるときは、対象住宅の月額の家賃は、住宅扶助の月額の家賃に係る当

該 市町村の限度額を上限とし、原則として代理納付を行うことを要件とする。 

（２）保証人が確保できないこと。 

（３）月収（世帯全員の合計額）が対象住宅に係る月額の家賃等の２倍以上あること。 

（４）家賃等を滞納中（過去に滞納した家賃等を分納しているときは、その分納を遅滞なく行ってい

る場合を除く。）でないこと。 

（５）鳥取県家賃債務保証事業以外の賃貸人（管理者を含む。）が取り扱う家賃債務保証の契約締結

が困難であると認められること。 

（６）過去に本事業を利用したとき、３か月以上の家賃滞納がないこと。 

（７）過去に本事業を利用したとき、信義に反する行為を行っていないこと。 

（８）自立（他者の支援によるものも含む。）した日常生活を送ることが期待できること。 

（９）対象住宅に入居を希望する者全員が、暴力団員でないこと。 

 

４ 保証料  ２年間１５，０００円（更新時も同額） 

 

５ 保証の対象 

（１）滞納家賃等 

（２）残存家財の処分に要する費用及び退去に伴う原状回復に係る費用 

  保証上限金額は（１）と（２）の合計金額は家賃等の５か月分 

 

６ 実施体制 

県及び４市から鳥取県居住支援協議会へ必要経費を補助し、鳥取県居住支援協議会から社会福祉法人鳥

取県社会福祉協議会に家賃債務保証業務を委託する。 

 

補助金
（事務費＋補償費）

県内賃貸住宅

家主
県内賃貸住宅

入居者

鳥取県
社会福祉協議会

○滞納家賃等の保証の上限
家賃滞納と原状回復の合計
で家賃等５か月分

県、４市

○保証料

２年間 １５，０００円

○家賃の滞納

居住支援協議会

補償費積立

委託（事務費）


